
クラウドサーカス ソフトウェア共通約款 新旧対照表 

変更前 変更後 

第 1条（本共通約款の目的） 

（中略） 

2. お申込者が当社の以下の各号の本ソフトウェアを使用するときは、当

該本ソフトウェアにつき、本共通約款の規定に加えて、下記のリンク

の URL に掲載される使用許諾特約（以下、「ソフトウェア別特約」と

いいます。）の規定が適用されます。 

(1) BowNow 

(BowNow 使用許諾特約： 

https://cloudcircus.jp/dcms_media/other/BowNow_terms.pdf) 

(2) COCOAR 

(COCOAR使用許諾特約： 

https://cloudcircus.jp/dcms_media/other/COCOAR_terms.pdf) 

(3) LESSAR 

(LESSAR使用許諾特約： 

https://cloudcircus.jp/dcms_media/other/LESSAR_terms.pdf) 

(4) ActiBook 

(ActiBook 使用許諾特約： 

https://cloudcircus.jp/dcms_media/other/ActiBook_terms.pdf)  

(5) AppGoose 

(AppGoose 使用許諾特約： 

https://cloudcircus.jp/dcms_media/other/AppGoose_terms.pdf)  

(6) creca 

(creca使用許諾特約： 

https://cloudcircus.jp/dcms_media/other/creca_terms.pdf)  

(7) Fullstar 

(Fullstar使用許諾特約： 

https://cloudcircus.jp/dcms_media/other/Fullstar_terms.pdf)  

(8) IZANAI 

(IZANAI使用許諾特約： 

https://cloudcircus.jp/dcms_media/other/IZANAI_terms.pdf)  

新設 

（以下略） 

第 1条（本共通約款の目的） 

（中略） 

2. お申込者が当社の以下の各号の本ソフトウェアを使用するときは、当

該本ソフトウェアにつき、本共通約款の規定に加えて、下記のリンク

の URL に掲載される使用許諾特約（以下、「ソフトウェア別特約」と

いいます。）の規定が適用されます。 

(1) BowNow 

(BowNow 使用許諾特約： 

https://cloudcircus.jp/dcms_media/other/BowNow_terms.pdf) 

(2) COCOAR 

(COCOAR使用許諾特約： 

https://cloudcircus.jp/dcms_media/other/COCOAR_terms.pdf) 

(3) LESSAR 

(LESSAR使用許諾特約： 

https://cloudcircus.jp/dcms_media/other/LESSAR_terms.pdf) 

(4) ActiBook 

(ActiBook 使用許諾特約： 

https://cloudcircus.jp/dcms_media/other/ActiBook_terms.pdf)  

(5) AppGoose 

(AppGoose 使用許諾特約： 

https://cloudcircus.jp/dcms_media/other/AppGoose_terms.pdf)  

(6) creca 

(creca使用許諾特約： 

https://cloudcircus.jp/dcms_media/other/creca_terms.pdf)  

(7) Fullstar 

(Fullstar使用許諾特約： 

https://cloudcircus.jp/dcms_media/other/Fullstar_terms.pdf)  

(8) IZANAI 

(IZANAI使用許諾特約： 

https://cloudcircus.jp/dcms_media/other/IZANAI_terms.pdf)  

(9) CMP powered by webtru 

(CMP powered by webtru 使用許諾特約：
https://cloudcircus.jp/company/info/agreement_soft/cmp/) 

(10) CrowdBooth 

（CrowdBooth 使用許諾特約：



変更前 変更後 

https://cloudcircus.jp/company/info/agreement_soft/crowdbooth/) 

（以下略） 

第 2 条（約款の変更） 

（中略） 

4. お申込者が、本共通約款等の変更に同意しないときは、本契約を解

除することができるものとします。本項に基づく解除の効果は、将来に

向かって生じるものとし、遡及しないものとします。 

第 2 条（約款の変更） 

（中略） 

4. お申込者が、本共通約款等の変更に同意しないときは、第 1項に定め

る告知期間内に当社に通知することにより、本契約を解除することがで

きるものとします。本項に基づく解除の効果は、将来に向かって生じる

ものとし、遡及しないものとします。 

第 25条（不可抗力） 

天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪

水、地震、津波、稲妻、台風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、

革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュそ

の他労働争議、交通の寸断、通信回線の障害、停電、エネルギー供

給又は統制その他不可抗力による本契約の全部又は一部（金銭債

務を除く）の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者も

その責任を負わないものとします。ただし、当該事由により影響を

受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知すると

ともに、回復するための合理的な努力をするものとします。 

第 25条（不可抗力） 

  天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪

水、地震、津波、稲妻、台風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反

乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボター

ジュその他労働争議、交通の寸断、通信回線の障害、停電、エネ

ルギー供給又は統制、サイバー攻撃、その他不可抗力による本契

約の全部又は一部（金銭債務を除く）の履行遅滞又は履行不能に

ついては、いずれの当事者もその責任を負わないものとします。

ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生

を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための合理的な

努力をするものとします。 

2017年 5月 9日施行 

2017年 8月 22日改訂 

2018年 2月１日改訂 

2018年 10月 30日改訂 

2019年 3月 22日改訂 

2019年 11月 18日改訂 

2020年 4月 17日改訂 

2020年 9月 22日改訂 

2020年 10月 7日改訂 

2020年 10月 21日改訂 

2020年 11月 25日改訂 

2021年 1月 4日改訂 

2021年 4月 19日改訂 

2017年 5月 9日施行 

2017年 8月 22日改訂 

2018年 2月１日改訂 

2018年 10月 30日改訂 

2019年 3月 22日改訂 

2019年 11月 18日改訂 

2020年 4月 17日改訂 

2020年 9月 22日改訂 

2020年 10月 7日改訂 

2020年 10月 21日改訂 

2020年 11月 25日改訂 

2021年 1月 4日改訂 

2021年 4月 19日改訂 



変更前 変更後 

2021年 5月 21日改訂 

2021年 7月 1日改訂 

2022年 3月 17日改訂 

2022年 5月 6日改訂 

2022年 7月 1日改訂 

2022年 8月 15日改訂 

2021年 5月 21日改訂 

2021年 7月 1日改訂 

2022年 3月 17日改訂 

2022年 5月 6日改訂 

2022年 7月 1日改訂 

2022年 8月 15日改訂 

2022年 12月 21日改訂 

以上 


